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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                        委   員  上 野 道 雄 

                        委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 令和４年９月２６日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲
はなさき

港西外防波堤東端 

 花咲灯台から真方位２２０°１,３２０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１６.２′ 東経１４５°３４.７′） 

事故の概要  漁船第八十八盛
せい

勝
しょう

丸は、北西進中、防波堤東端に衝突した。 

 第八十八盛勝丸は、船首部外板の凹損等を生じ、また、防波堤は、

東端側面コンクリート部の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年９月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第八十八盛勝丸、１９９トン 

 １４１７６８、根室漁業協同組合 

 ４６.２０ｍ×７.５０ｍ×３.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２４年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２８年６月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和３年６月６日 

  免状有効期間満了日 令和８年６月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板及びバルバスバウに凹損 

防波堤 東端側面コンクリート部に擦過傷及び欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長ほか１５人が乗り組み、令和４年９月２５日００時 

３０分ごろ、さんま棒受網漁の操業を終え、花咲港の東方３８０海里

（М）付近の漁場を発進し、同港に向かった。 

 船長は、日本国の排他的経済水域に入る頃、前直の航海士から引き

継いで単独の船橋当直につき、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛けて操

船に当たった。 

船長は、９月２６日０３時４７分ごろ、花咲港の港界付近に至った
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ので減速して約１０ノットの対地速力とし、目視のみで見張りを行い

ながら手動操舵により、花咲港西外防波堤東灯台（単閃緑光、毎３秒

に１閃光、以下「緑灯」という。）が設置された西外防波堤東端と簡

易標識灯（赤色点滅灯、以下「赤灯」という。）が設置された東外防

波堤南端の間の水路（可航幅約４２０ｍ、以下「本件水路」とい

う。）に向けて本船を北西進させた。 

船長は、赤灯の南方５００ｍ付近で反航船と左舷を対して通過した

頃、総トン数５トン程度の小型漁船（以下「Ａ船」という。）を港奥

に初認した。 

船長は、いつものように赤灯寄りに本件水路を航行しようと考えて

いたところ、右舷側にＬＥＤ灯約６個を点灯させたＡ船が、赤灯に向

かって航行しているように見えたので、Ａ船と右舷を対して通過する

つもりで針路を緑灯方向に向けた。 

船長は、Ａ船の動向を見ていたところ、左右に２～３回変針した

後、本船に向首する態勢で接近するのを認め、Ａ船の操船意図に疑問

を持ったものの、Ａ船が避航船で、そのうち本船の右舷側を通過して

いくと思い、同じ針路及び速力で航行した。 

船長は、本件水路に向けて右舵を取る時機をうかがいながら航行し

ていたところ、Ａ船が本船に向首する態勢で接近を続け、０３時５０

分ごろ、右舵を取ることができないまま、本船の船首部が西外防波堤

東端側面に衝突し、擦過した。 

船長は、衝突した際、Ａ船が本船の右舷前方至近で左旋回し、本船

の右舷方１０数ｍ付近を通過していくのを目撃し、機関操縦レバーを

中立に操作して機関を停止した後、本船が所属する会社に本事故の発

生を連絡するとともに１１８番通報を行い、港内の係留場所に本船を

着岸させた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項  船長は、Ａ船の操船意図に疑問を持ちつつも、Ａ船があっという間

に接近したので、汽笛を使用する余裕がなく、また、右舵を２～３°

取ることができれば西外防波堤に衝突することなく本件水路を通過し

ていたものの、右舵を取ればＡ船と衝突するおそれがあり、右舵を取

ることができなかったので、本事故を防ぐには、早めに減速して本船

を停止させるしかなかったのではないかと本事故後に思った。 

 花咲港は、港則法（昭和２３年法律第１７４号）が適用される港で

あり、同法第３条第１項及び第１８条第１項には、次のとおり規定さ

れている。 

第３条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇（総トン数二十ト

ン未満の汽船をいう。）、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつ

て運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。 

第１８条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を
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避けなければならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、花咲港内を北西進中、船長が、本船に向首する態勢で接近

するＡ船を認めた際、Ａ船の操船意図に疑問を持ったものの、Ａ船が

避航船で、そのうち本船の右舷側を通過していくと思い、同じ針路及

び速力で航行を続けたことから、Ａ船が本船に向首する態勢で接近を

続ける中、右舵を取ることができないまま、西外防波堤に衝突したも

のと考えられる。  

船長は、本件水路に向けて右舵を取る時機をうかがっていたとこ

ろ、Ａ船が本船に向首する態勢で接近を続ける中、右舵を取ればＡ船

と衝突するおそれがあったことから、右舵を取ることができなかった

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、花咲港内を北西進中、船長が、本船に向

首する態勢で接近するＡ船を認めた際、Ａ船の操船意図に疑問を持っ

たものの、Ａ船が避航船で、そのうち本船の右舷側を通過していくと

思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、Ａ船が本船に向首する

態勢で接近を続ける中、右舵を取ることができないまま、西外防波堤

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港則法により、港則法適用港では、「汽艇等は、港内において

は、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。」と規定

されているが、避航すべき船舶が避航しない場合は、汽艇等以外

の船舶は、ためらわずに汽笛の吹鳴等により注意喚起するととも

に、減速等により衝突を避けるための協力動作を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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